
鶴岡市・日本下水道事業団災害支援協定 

 

鶴岡市（以下「甲」という。）と日本下水道事業団（以下「乙」という。）とは、甲の所管

する下水道施設について災害が発生した場合において乙が行う下水道施設の維持又は修繕に

関する工事その他の支援（以下「災害支援」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的等） 

第１条 この協定は、乙が行う災害支援に関して基本的な事項を定め、災害支援の円滑な実

施により、災害が生じた下水道施設の機能の迅速な回復を図り、もって浸水被害の拡大そ

の他の生活環境の悪化又は公共用水域の水質の悪化を防止することを目的とする。 

２ この協定は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第１５条の２に規定する災害時維持

修繕協定である。 

 

（対象） 

第２条 この協定の対象となる災害は、次に掲げる原因により生ずるものとする。 

一 暴風、竜巻、豪雨、落雷、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、

地滑りその他の異常な自然現象 

二 その他甲と乙の協議により定めるもの 

２ この協定の対象となる下水道施設は、別紙に掲げるもの（以下「協定下水道施設」とい

う。）とする。 

 

（災害支援の内容） 

第３条 乙が行う災害支援は、次に掲げるものとする。 

一 災害の状況を確認するために行う現地調査（協定下水道施設の点検を含む。） 

二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令（昭和２６年政令第１０７号）第５条

１項の規定による災害報告に必要な資料の作成 

三 協定下水道施設について、その応急工事又は復旧工事が完了するまでの間、暫定的に

その機能を確保するために行う簡易消毒の実施、仮設ポンプの設置その他の維持又は修

繕に関する工事 

四 災害査定に必要な設計図書その他の関係資料の作成（作成のために行う現地調査を含

む。）及び災害査定への立会 

五 前各号に掲げる災害支援に附帯する支援 

 

（災害支援の要請の方法） 

第４条 甲は、乙に災害支援を要請しようとする場合には、文書により行うものとする。た

だし、文書によることができない場合には、電子メールの送信又はファクシミリ装置を用

いた送信（これらの送信ができないときは、口頭又は電話）により当該要請を行うことが

できる。 



２ 前項ただし書の場合においては、甲は、事後において速やかに、乙に文書を交付するも

のとする。 

 

（災害支援の実施） 

第５条 乙は、前条の要請があったときは、その人員等に応じて可能な範囲で、第３条に規

定する災害支援を行うものとする。 

 

（災害支援の完了の報告） 

第６条 乙は、前条の規定による災害支援の全部又は一部を完了したときは、甲に対し、速

やかにその内容を報告するものとする。 

 

（費用の負担） 

第７条 甲は、乙が行った災害支援に要した費用（第３条第１号及び第２号に規定する災害

支援に要したものを除く。）を負担するものとする。 

２ 乙は、前項の費用として、職員の人件費及び旅費、使用した機材又は薬品の代価その他

の実費に相当する額を甲に請求するものとする。 

３ 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに乙に支払

うものとする。 

 

（廃止） 

第８条 甲又は乙においてこの協定を継続できない事情が生じたときは、甲乙協議の上、こ

の協定を廃止することができる。 

２ 甲又は乙がこの協定の定めに違反した場合においては、甲又は乙は、違反した相手方へ

の書面による通告をもって、この協定を廃止することができる。 

 

（事務局） 

第９条 この協定に基づく災害支援に係る事務局は、次のとおりとする。 

一 甲の事務局 鶴岡市上下水道部下水道課 

二 乙の事務局 日本下水道事業団東北総合事務所 施工管理課 

 

（協定の有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成３０年９月９日までとす

る。 

 

（その他） 

第１１条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲と乙が協議して

定める。 

 



この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各々１通を保

有する。 

 

平成２８年１１月１８日 

 

     甲 山形県鶴岡市のぞみ町２番１０号 

       鶴岡市 

       鶴岡市長   榎 本 政 規 

 

 

     乙 東京都文京区湯島二丁目３１番２７号 

       日本下水道事業団 

       理 事 長   谷 戸 善 彦 

  



別紙 協定下水道施設（第２条関係） 

 

  一 鶴岡浄化センター 

二 湯野浜浄化センター 

三 羽黒浄化センター 

四 羽黒西部浄化センター 

五 櫛引浄化センター 

六 あさひ浄化センター 

七 温海浄化センター 

八 鼠ヶ関浄化センター 

九 切添中継ポンプ場 

十 新形中継ポンプ場 

十一 大山中継ポンプ場 

十二 下川代中継ポンプ場 

十三 八日町中継ポンプ場 

十四 戸野中継ポンプ場 

十五 野荒町中継ポンプ場 

十六 増川新田中継ポンプ場 

十七 市野山中継ポンプ場 

十八 下馬渡中継ポンプ場 

十九 松ヶ岡中継ポンプ場 

二十 石野新田中継ポンプ場 

二十一 高寺中継ポンプ場 

 


